
適正な食品表示を実現するための取組について

１．ＪＡＳ法改正（平成１４年７月４日施行）
① 公表の迅速化

指示及び命令を行った場合は原則公表。

② 罰則の大幅な強化
改正前 個人・法人とも５０万円以下の罰金

改正後 個人：１００万円以下の罰金又は１年以下の懲役
法人：１億円以下の罰金

２．農林水産省の組織改編の一環として食品表示の監視体制の大幅な増強
① 新たに設置された消費・安全局に、食品表示の監視を一元的に担当する表示・規
格課を設置。

② 地方農政局及びその下部機関として各県に設置された地方農政事務所に、食品表
示の監視及び指導を専門的に担当する表示・規格課を設置し、広く食品全般の表示
の監視業務に専従する職員を配置（約２，０００名 。）

③ 科学的手法に基づく食品表示の検証を強化するため、独立行政法人農林水産消費
技術センターの分析担当部門を拡充。

３．消費者の方々の協力を得た監視体制の充実
① 食品表示１１０番

都道府県による「食品表示１１０番（広く国民から食品の表示について情報提供等

を受け付けるためのホットライン 」への対応に従事する食品表示指導員の配置に対）
して支援を強化。

、「 」 、 。なお 食品表示１１０番 は 全国６１ヶ所の農林水産省関係機関においても設置
② 食品表示ウォッチャー
日常の買い物の中で食品表示の状況を点検する「食品表示ウォッチャー」を、平成
１５年度は約３,８００人に増強（平成１４年度は約１,６００人 「食品表示ウォ）。
ッチャー」には、委嘱時に研修を実施するほか、委嘱後も適宜食品表示に関する情

報提供を実施。

４．食品表示の科学的検証技術の確立と活用
農林水産消費技術センターにおいては、加工食品中の遺伝子組換え原材料の混入率

検査や農林水産物の品種判別等、ＤＮＡ解析技術等を活用した食品表示の科学的検証
技術に関する実証研究を行い、その公定法を確立する。
また、既にＤＮＡ解析技術が確立している精米等については、今年度も品種判別に

よる食品表示の科学的検証を実施。



分かりやすい表示に向けた検討の方向 
【農林水産省と厚生労働省等との一体的な取組】 

 
 
１．食品の表示に関する共同会議の開催 
 

食品の表示に関する基準について、ＪＡＳ法に関する調査会と食品衛生
法に関する審議会でバラバラに決定していたのを改め、これらの調査会・審
議会を共同で開催し、ＪＡＳ法及び食品衛生法に共通する表示項目の整合性
の確保等を中心に、食品の表示に関する基準全般について調査審議を行って
いく。 

 
○  これまでの開催状況及び今後の開催日程 

平成１４年１２月１１日に第１回会議を開催し、１ヶ月に１回程度開
催。第１０回を１０月２日に開催し、次回は１１月１２日に開催予定。 

 
○ 共同会議における主な検討事項 
・ 期限表示の用語・定義の統一 
（品質保持期限及び賞味期限の用語の統一、消費期限の定義の統一） 
・加工食品の原料原産地表示の対象品目の選定のあり方 
・製造・加工等の定義の考え方（加工食品と生鮮食品の区分のあり方） 
・生鮮食品（農畜水産物）の原産地表示のあり方 
・遺伝子組換え食品の表示ルールのあり方 
・アレルギー物質を含む食品の表示ルールのあり方 

 
  ○ 期限表示の用語・定義の統一について 
    「賞味期限」「品質保持期限」の用語を「賞味期限」に統一し、「賞味

期限」及び「消費期限」の定義をＪＡＳ法と食衛法で統一することを内
容とした報告書が本年３月に取りまとめられた。これを受けて、７月３
１日に具体的ルールを改正した。 

 
  ○ 加工食品の原料原産地表示について 

 産地を強調して表示する場合のルールや原料原産地表示が義務付け
られる加工食品の要件等について、８月６日に報告書「加工食品の原料
原産地表示に関する今後の方向」が取りまとめられ、公表された。今後、
この報告書の内容にしたがって検討を進めていくこととしている。 



 
２．相談窓口の一元化 
 
ＪＡＳ法及び食品衛生法で規定された表示に関する消費者、事業者等から

の相談、問い合わせを一元的に受け付ける相談窓口（※）を１４年１２月
に設置。 
※（独法）農林水産消費技術センター及び（社）日本食品衛生協会 

 
（参考）平成１５年９月末までの受付件数： １，９２９件 

 
 
３．共通パンフレットの作成 
 

農林水産省、厚生労働省等が連携し、食品の表示制度を一覧できるよう
な分かりやすいパンフレットを合同で作成。（５月３０日プレスリリース） 

 
（参考）５月中に１２７万部印刷済み。消費者等が気軽に手に取れるよう、ス

ーパー等の小売店の店頭、公的機関の窓口等を通じ、幅広く配布してい
る。 

   
＊主な配布先・場所及び配布部数 
①小売店（スーパーマーケット、百貨店、コンビニエンスストアー等） 

・・・４３万部 
②地方の公的機関の窓口（保健所や地方農政局、都道府県等） 
 ・・・２０万部 
③消費者団体 
・・・４千部 

④その他（日本食品衛生協会及び食品産業センター等の各支部や事業者） 
・・・２３万部



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品衛生法に基づく表示基準 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会 

表示部会 

 審
議 

表示基準の設定 

ＪＡＳ法に基づく表示基準 

農林物資規格調査会 

 審
議 

表示基準の設定 

相互の審議を調整する仕組みは存在しなかった。 
両者の委員は何の調整もなくバラバラに任命されていた。 

食品衛生法に基づく表示基準 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会 

表示部会 

ＪＡＳ法に基づく表示基準 

農林物資規格調査会 

表示基準の設定 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会 
及び農林物資規格調査会表示小委員会 

食品の表示に関する共同会議 
 

表示基準の設定 

表示事項の審議 
 

〔全く同一の委員で構成、共同開催〕 

○ 共同会議における審議体制 

○ これまでの審議体制 

共同会議のイメージ 



 

 相談窓口の一元化 

（食品衛生法） 
厚生労働省、 
日本食品衛生協会、 
保健所等（食品衛生監視員） 

が相談業務を実施 

（ＪＡＳ法） 
農林水産省、 
農林水産消費技術センター、 
都道府県（ＪＡＳ法担当部局）

が、相談業務を実施 

（これまでの体制） 

ワン・ストップ・サービスの開設 

 
・社団法人日本食品衛生協会 及び 
独立行政法人農林水産消費技術センターに、試験的に設置 

情報受発信機能強化による、分かりやすく、適正な食品表示の

推進 

（一元化後の体制） 

消費者・事業者からの表示に関する相談受付 

表示に関する苦情・違反に関する対する情報の受付及び
関係機関への速やかな回付 

（各法バラバラに相談受付） 

（食衛法、ＪＡＳ法を通ずる） 


